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                           第１章    総    則

      (名    称)  
 第１条  本会は、会社・協力会社災害防止協議会（以下「災害防止協議会」という）と称する。

     （目    的）
 第２条  本会は、会社と災害防止協議会が協力して、構内工事及び作業を行う協力会社         従業員の労働災害の防止を図ることを目的とする。


                           第２章    事    業

     （事    業）
 第３条  本会は、第２条に定める（目的）を達成するために、次の事項を行う。  
       １．事故災害の予防及び衛生管理に関する事項
       ２．事故災害原因の調査及び再発防止対策に関する事項
       ３．安全教育、衛生教育及び訓練に関する事項
       ４．会社と協力会社間の連絡調整に関する事項
       ５．その他本会の目的達成に必要な事項


                            第３章    構     成

     （報    告）
 第４条  本会の構成メンバーは、会社において工事、作業を行う会社で東ソー日向株式         会社から指定を受けた事業者とする。

       １．本会の構成メンバーは、会員および準会員とする。
       ２．会員は、構内運転作業、工事、物流及びメンテナンスの業務に常時従事する事
         業者で構成する。準会員は、会社が会員に準じ必要と認めた事業者とする。
           会員および準会員の指定は別表１．に記載のとおりとし、６ケ月に１回必要に
         応じ改訂を行う。
       ３．会員および準会員は、毎年４月１日までに安全衛生責任者を選任し、品質管理
         室に届出るものとする。

                            第４章    役    員

     （役   員）
第５条  本会の業務を推進するため、次の役員をおく。
      １．会    長  …     １名
      ２．副会  長  …     １名
      ３．会    計  …     １名
      ４．委    員  …   若干名
      ５．会計監査  …     １名

      （役員の選出）
第６条  本会の役員は次により選出する。
      １．会長は、会員の互選により選出する。
      ２．副会長は、東ソー日向（株）工場長とする。
      ３．会計は、会員の互選により選出する。
      ４．会計監査は、会員の互選により選出する。

      （事務局の設置）
第７条  災害防止協議会の運営上、副会長会社に事務局をおく。

      （役員の任期）
第８条  役員の任期は２ケ年とする。
          但し、再任は妨げない。


                           第５章    運    営

     （会    議）
第９条  災害防止協議会は、会員により毎月１回開催するものとし、その他必要に応じ         臨時に会議を開催することができる。準会員は東ソー日向株式会社が必要と認めたとき会議に出席するものとする。
       ２．会議には東ソー日向株式会社担当者が出席して、指導又は助言を行うことがで         きる。
       ３．会議の議事録は、会員及び東ソー日向株式会社に配布するものとする。
       ４．構内の就業制限業務（労働安全衛生法に規定される特定の危険業務）については、作業者の適正配置が行われていることの確認の為、１年に１回「各種資格・技能取得者台帳」を見直し、改訂の有無にかかわらず品質管理室に届出るものとする。
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                           第６章      雑    則

第１０条  本会の会則に定めのない事項の決定は、災害防止協議会において審議決定する。


                           第７章      附    則
 
   （規程の管理）
第 １１条  この規程の管理は、品質管理室長が行う。

                                 付    則
           ①  この規程は１９９５年１０月 １日より施行する。
           ②  １９９６年  ２月　２日一部改訂
           ③  ２００１年１０月　１日一部改訂
　　　　　 ④  ２０１３年　８月　１日一部改訂(品質管理課→品質管理室)
　　　　　 ⑤　２０１４年　８月２５日一部改訂(会員、準会員業者変更)
　　　　　 ⑥　２０１６年　２月　４日一部改訂(準会員業者変更)　　
	   ⑦  ２０２４年１０月  １日一部改訂(各種資格・技能取得者の報告)　

